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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　指定された目的地までの誘導経路を交通情報に基づいて探索する誘導経路探索手段と、
前記誘導経路探索手段により探索された誘導経路を表示する表示手段とを備えるとともに
、前記誘導経路の探索に際して使用する交通情報を記憶して備えたナビゲーション装置で
あって、
　年月日に関連づけられた探索判断要因からなる判断要因データを備えるとともに、
　誘導経路探索の対象となる探索年月日に対応する前記探索判断要因を、前記判断要因デ
ータに基づいて特定する探索判断要因特定手段を備え、
　前記探索判断要因特定手段により特定された探索判断要因に対応する前記交通情報に基
づいて前記誘導経路探索手段が前記誘導経路を探索し、
　前記表示手段が、前記探索により得られた誘導経路と、前記探索年月日及び前記探索判
断要因に基づいて当該探索判断要因に対して変更して決定される、前記探索判断要因及び
前記探索年月日とは異なる探索表示要因とを表示するナビゲーション装置。
【請求項２】
　前記探索判断要因の数が、前記探索表示要因の数より少ない請求項１記載のナビゲーシ
ョン装置。
【請求項３】
　前記探索判断要因として、一年を複数に分割した分割期と曜日に基づいた分割期・曜日
探索判断要因と、連休と連休中における時期とに基づいた連休探索判断要因とを備える請
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求項１又は２記載のナビゲーション装置。
【請求項４】
　前記判断要因データにおいて、各々の年月日に対応して前記探索判断要因が単一設定さ
れており、前記分割期・曜日探索判断要因に対して前記連休探索判断要因が優先されてい
る請求項３記載のナビゲーション装置。
【請求項５】
　前記探索表示要因として、月と曜日からなる月・曜日表示要因、季節と曜日からなる季
節・曜日表示要因、連休名称である連休名称表示要因、祝日名称である祝日名称表示要因
の何れか１種以上を備える請求項１～４のいずれか１項記載のナビゲーション装置。
【請求項６】
　前記探索表示要因を表示するに、前記月・曜日表示要因と前記季節・曜日表示要因との
何れか一方と、前記祝日名称表示要因とをともに表示する請求項５記載のナビゲーション
装置。
【請求項７】
　前記探索表示要因を表示するに、前記連休名称表示要因と、前記祝日名称表示要因とを
ともに表示する請求項５記載のナビゲーション装置。
【請求項８】
　前記表示手段における表示において、経路探索の対象となる探索時刻が表示される請求
項１～７の何れか１項記載のナビゲーション装置。
【請求項９】
　指定された目的地までの誘導経路を交通情報に基づいて探索する誘導経路探索手段と、
前記誘導経路探索手段により探索された誘導経路を表示する表示手段とを備えるとともに
、前記誘導経路の探索に際して使用する過去の交通情報を記憶して備えたナビゲーション
装置に使用されるカレンダー情報データであって、
　前記誘導経路の探索に際して判断要因とされる探索判断要因を、年月日毎に対応させて
なる構成を有し、
　前記探索判断要因として、一年を複数に分割した分割期と曜日に基づいた分割期・曜日
探索判断要因と、連休と連休中における時期とに基づいた連休探索判断要因を有し、
　前記年月日が連休に該当する場合に、前記年月日に対応する判断要因が前記連休探索判
断要因とされるカレンダー情報データ。
【請求項１０】
　指定された目的地までの誘導経路を交通情報に基づいて探索する誘導経路探索手段と、
前記誘導経路探索手段により探索された誘導経路を表示する表示手段とを備えるとともに
、前記誘導経路の探索に際して使用する交通情報を記憶して備えたナビゲーション装置で
あって、
　前記誘導経路探索手段における誘導経路の探索に際して使用される前記交通情報の特定
に使用される探索判断要因と、誘導経路探索の対象となる探索年月日とから前記探索判断
要因に対して変更して決定され、前記表示手段に表示される、前記探索判断要因及び前記
探索年月日とは異なる探索表示要因を決定する探索表示要因決定手段を備え、
　前記表示手段が、前記探索により得られた誘導経路と、前記探索表示要因決定手段によ
り決定された探索表示要因とを表示するナビゲーション装置。
【請求項１１】
　指定された目的地までの誘導経路を交通情報に基づいて探索する誘導経路探索手段と、
前記誘導経路探索手段により探索された誘導経路とを表示する表示手段を備えるとともに
、前記誘導経路の探索に際して使用する交通情報を記憶して備えたナビゲーション装置で
あって、
　年月日に関連づけられた探索判断要因からなる判断要因データを備えるとともに、
　誘導経路探索の対象となる探索年月日に対応する前記探索判断要因を、前記判断要因デ
ータに基づいて特定する探索判断要因特定手段を備え、
　前記探索判断要因特定手段により特定された探索判断要因に対応する前記交通情報に基
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づいて前記誘導経路探索手段が前記誘導経路を探索し、
　前記表示手段が、前記探索により得られた誘導経路と、前記探索年月日及び前記探索判
断要因に基づいて決定される探索表示要因とを表示し、
　前記探索判断要因として、一年を複数に分割した分割期と曜日に基づいた分割期・曜日
探索判断要因と、連休と連休中における時期とに基づいた連休探索判断要因とを備えるナ
ビゲーション装置。
【請求項１２】
　指定された目的地までの誘導経路を交通情報に基づいて探索する誘導経路探索手段と、
前記誘導経路探索手段により探索された誘導経路とを表示する表示手段を備えるとともに
、前記誘導経路の探索に際して使用する交通情報を記憶して備えたナビゲーション装置で
あって、
　前記誘導経路探索手段における誘導経路の探索に際して使用される前記交通情報の特定
に使用される探索判断要因と、誘導経路探索の対象となる探索年月日とから、前記表示手
段に表示する探索表示要因を決定する探索表示要因決定手段を備え、
　前記表示手段が、前記探索により得られた誘導経路と、前記探索表示要因決定手段によ
り決定された探索表示要因とを表示し、
　前記探索表示要因として、月と曜日からなる月・曜日表示要因、季節と曜日からなる季
節・曜日表示要因、連休名称である連休名称表示要因、祝日名称である祝日名称表示要因
の何れか１種以上を備え、
　前記探索表示要因を表示するに、前記月・曜日表示要因と前記季節・曜日表示要因と前
記連休名称表示要因との何れか一つと、前記祝日名称表示要因とをともに表示するナビゲ
ーション装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、指定された目的地までの誘導経路を交通情報に基づいて探索する誘導経路探
索手段と、この誘導経路探索手段により探索された誘導経路を表示する表示手段を備える
とともに、前記誘導経路探索手段による誘導経路の探索に際して使用する交通情報を記憶
して備えたナビゲーション装置に関する。
　さらに、本願は、この種のナビゲーション装置に使用するカレンダー情報データに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　ナビゲーション装置は、通常、地図データを記録したＣＤ－ＲＯＭ又はＩＣカード等の
地図データ記憶装置と、表示手段としてのディスプレイ装置と、ジャイロ、ＧＰＳ（Glob
al Positioning System ）及び車速センサ等の車両の現在位置及び現在方位を検出する車
両移動検出装置等を備えて構成される。
【０００３】
　そして、車両の現在位置を含む地図データを読み出し、該地図データに基づいて車両位
置の周囲の地図画像をディスプレイ装置上に描画すると共に、車両位置マーク（ロケーシ
ョン）をディスプレイ画面に重ね合わせて表示する。結果、使用者は自車が現在どこを走
行しているのかを一目で判る構成が採用されている。
【０００４】
　また、ナビゲーション装置には、使用者が所望の目的地に向けて道路を間違うことなく
容易に走行できるようにした経路誘導機能が搭載されている。
　この経路誘導機能によれば、地図データを用いて出発地から目的地までを結ぶ最もコス
トが低い経路を、使用者は、ディスプレイ装置に表示された画面をみて知ることができる
。
【０００５】
　そして走行時には、その探索した経路を誘導経路として記憶しておき、地図画像上に誘
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導経路を他の道路とは色を変えて太く描画して画面表示したり、車両が誘導経路上の進路
を変更すべき交差点から一定距離内に近づいたときに、地図画像上の進路を変更すべき交
差点に進路を示す矢印を描画して画面表示したりする。結果、目的地までの最適な経路を
使用者は簡単に把握できる。
【０００６】
　誘導経路探索の手法を簡単に説明すると、地図上の道路等は、図２に示すように、経度
及び緯度で表現されたノードＮの座標集合として記憶されている。
　ここで、道路は２以上のノードＮの連結からなり、２つのノードＮを連結した部分がリ
ンクＬと呼ばれている。経路探索にあたっては、ノードＮとリンクＬの組み合わせで決ま
る所定の経路に関して、旅行に必要となる時間等を考慮したコストを計算し、例えば、こ
のコストの最も低くなる経路を推奨誘導経路（探索により得られた誘導経路）とする。
【０００７】
　ここで、コストとは、距離を基に、道路幅員、道路種別（一般道か高速道かなど）、右
折及び左折等に応じた定数を乗じた値や車両の走行予測時間などであり、誘導経路として
の適正の程度を数値化したものである。距離が同一の２つの経路があったとしても、ユー
ザが例えば有料道路を使用するか否か、距離を優先するか時間を優先するかなどを指定す
ることにより、コストは異なったものとなる。
【０００８】
　誘導経路探索を実行するナビゲーション装置として、現在の交通情報と過去の交通情報
とを使用して誘導経路を割り出そうとする技術がある（例えば特許文献１）。
　この文献に記載の手法にあっては、過去の交通情報は、当該明細書の図３に示されるよ
うに、曜日と時間を区分の基準とする交通情報データとして記憶されており、これが所定
の条件下に経路探索用に使用される。
　この特許文献に記載の技術では、どのように探索結果が表示されるかに関して具体的な
記載は見受けられない。
【０００９】
　一方、蓄積された過去の交通情報を、経路探索とは関係なく、例えば現状の渋滞率の推
定等の目的で利用しようとする技術がある（特許文献２、特許文献３）。
　これらの文献に開示の技術に関し、前者の技術では、道路名、時刻、日付、曜日、気象
などの要因に関して、検索条件で類似の要因下にある過去の交通情報を抽出して、検索結
果を表示手段に表示する。後者の技術では、過去の交通情報を記憶して、所定の交通情報
データを構築し、渋滞多発地点等における渋滞傾向情報を地図上に重畳表示する。
　これらの技術では、抽出された誘導経路との関係でその誘導経路を抽出した要因が表示
されることはない。
【００１０】
　さて、従来のナビゲーション装置では、誘導経路を探索してその結果を表示手段に表示
する場合、当該経路とその経路を含む地図とが重畳表示される。さらに、現在の自車の位
置、誘導方向、現在時間等が表示される。
【００１１】
【特許文献１】特開平１０－１９５９３号公報（特許請求の範囲、図３）
【特許文献２】特開２００１－１１８１８８号公報（特許請求の範囲、図１）
【特許文献３】特開２００３－３０２２２９号公報（特許請求の範囲、図１０～１３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　上記のようなナビゲーション装置を使用した場合、以下のような問題が発生することが
判明した。
　問題点１
　本願に係るナビゲーション装置にあっては、装置内に蓄積等された交通情報を利用して
誘導経路を探索する。この探索された誘導経路は表示手段に表示されるのであるが、ナビ



(5) JP 4461373 B2 2010.5.12

10

20

30

40

50

ゲーション装置の使用者にとって、使用者が思い描いている経路と異なる経路が表示・推
奨される場合がある。
【００１３】
　例えば、探索日時がたまたま国民の祝日等であった場合に通常の通勤経路とは異なった
経路が表示されたり、探索日時がたまたま連休の特定の一日であった場合に通常、その使
用者が採用する帰郷の経路とは異なった経路が表示されたりする。このような場合に、使
用者は、ナビゲーション装置が探索した誘導経路の推奨要因が判らず、その誘導経路に疑
念を抱く場合がある。
【００１４】
　問題点２
　誘導経路探索手段を使用した誘導経路の探索に際しては、その経路判断に使用する交通
情報を、どのような判断要因に基づいて分類するかが重要であるとともに、その判断要因
ができるだけ限定されているほうが、誘導経路の割り出しを迅速に行える。従って、この
種の判断要因の区分けが非常に重要であり、且つ限定されていることが好ましいが、現状
の技術では、通年に亘って実用上問題のない区分けは確立されているとは言えない。
【００１５】
　一方、誘導経路の探索に使用する判断要因に関しては比較的限定されているのが好まし
いのに対して、使用者にとっては、例えば、誘導経路の探索に際して採用される判断要因
との関係で、できるだけ詳しく、直感的に理解できる要因（理由）が表示手段に表示され
ているほうが、誘導経路の信頼性を確認する上で好ましいが、この種の要素を考慮した人
間工学的に質の高い表示技術は未だ確立されていない。
【００１６】
　本発明の目的は、表示手段に表示される、探索によって求められた誘導経路の信頼性を
確保できるとともに、経路探索を迅速に行えるナビゲーション装置を提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記目的を達するための、指定された目的地までの誘導経路を交通情報に基づいて探索
する誘導経路探索手段と、前記誘導経路探索手段により探索された誘導経路を表示する表
示手段とを備えるとともに、前記誘導経路の探索に際して使用する交通情報を記憶して備
えたナビゲーション装置の特徴構成は、
　年月日に関連づけられた探索判断要因からなる判断要因データを備えるとともに、
　誘導経路探索の対象となる探索年月日に対応する前記探索判断要因を、前記判断要因デ
ータに基づいて特定する探索判断要因特定手段を備え、
　前記探索判断要因特定手段により特定された探索判断要因に対応する前記交通情報に基
づいて前記誘導経路探索手段が前記誘導経路を探索し、
　前記表示手段が、前記探索により得られた誘導経路と、前記探索年月日及び前記探索判
断要因に基づいて当該探索判断要因に対して変更して決定される、前記探索判断要因及び
前記探索年月日とは異なる探索表示要因とを表示することにある。
【００１８】
　このナビゲーション装置に備えられる判断要因データは、年月日に関連づけて設定され
る探索判断要因からなるものであり、例えば、図４にカレンダー情報ＤＢとして示される
態様のデータである。この例の場合は、テーブル左列に年月日が、右列に、左列に記載の
年月日に対応した誘導経路を探索するための判断の要因となる探索判断要因が配設されて
いる。従って、このデータを参照することで、年月日が決れば、探索判断要因を特定する
ことができる。この種のデータは、例えば、予め記憶手段内に記憶させておくことができ
る。
【００１９】
　一方、誘導経路探索の対象となる探索年月日は、探索が現在を基準とする場合は現時点
を例えばＧＰＳから取り込む、探索が将来を基準とする場合は、使用者により入力される
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ため、この探索年月日を基に、探索判断要因特定手段により、探索年月日に対応する探索
判断要因を特定する。例えば、図４に示すように、探索年月日が「２００４年の５月５日
」である場合には、探索判断要因として「長期連休－後半」が特定される。
【００２０】
　そして、装置内において、特定された探索判断要因（上記の例の場合は、「長期連休－
後半」）に対応する交通情報に基づいて、誘導経路探索手段が誘導経路を探索する。さら
に具体的には、図４に示すように、探索判断要因別且つ時刻別に構築されている交通情報
から、対応し類似していると考えられる交通情報を取得し、この交通情報に基づいて誘導
経路を探索する。
【００２１】
　表示手段側では、この誘導経路探索手段により探索され、特定された誘導経路と、探索
年月日及び探索判断要因に基づいて決定される探索表示要因が表示される。例えば、図４
に示すように、太線で示される誘導経路の上側に「ＧＷ－後半　子供の日　８：００」と
表示する。この場合、「２００４年　ＧＷ－後半　子供の日　８：００」と表示してもよ
いし、表示内の特定の要素をのみ、あるいはこれらの組み合わせを表示してもよい。
【００２２】
　このようにすることで、使用者は、装置により探索される誘導経路と、その誘導経路の
探索に使用される要因とを同時に確認することができる。
　結果、通常の通勤経路と差があったり、通常の帰郷経路と差があったりした場合にあっ
ても、誘導経路が探索された要因を確認することで、誘導経路の信頼性を高めることが可
能となる。
　さらに、実質上のカレンダー情報機能を装置が表示形態で有することとなるため、使用
者に、現在あるいは将来の旅行等に関する適切な情報（旅行日時、その日時の意味合い、
旅行経路等との合体した情報）を提供することができる。
【００２３】
　このような前記探索判断要因と前記探索表示要因とが異なるものとしておくと、探索判
断要因を比較的粗く要因数の少ないものとし、探索表示要因側を、比較的詳細で、使用者
に理解しやすい表示とすることが可能となる。
【００２４】
　この場合、探索判断要因の数が探索表示要因の数より少ないこととなるが、判断要因デ
ータのデータ量を減らすとともに、誘導経路探索を迅速に行うことができるようになる。
さらに、交通情報としては、実質上過去の交通情報を統計処理して使用することとなるが
、そのデータ構築も容易となる。
【００２５】
　さて、上記のような探索判断要因としては、一年を複数に分割した分割期と曜日に基づ
いた分割期・曜日探索判断要因と、連休と連休内における時期とに基づいた連休探索判断
要因とを備えることが好ましい。
【００２６】
　通年に亘る車道の交通情報を適切且つ限れられたデータ量で良好に代表しようする場合
、交通状態が大きく変動するのは、連休期間中に対する連休期間以外の期間であるととも
に、さらに例えば季節等、夏冬等の一年を複数に分割した分割期と曜日に基づく変動であ
る。
　従って、これらを判断要因として備えることで、良好に通年に亘る交通状態のマクロ的
な区分けが可能となり、良好且つ迅速な誘導経路の探索に寄与することができる。
　この点、単に曜日のみを判断要因とするものより、通年での交通動向を良好に代表でき
る。一方、各年月日毎に別異の判断要因を有する場合より、データ量が低減化され、迅速
な誘導経路の決定に寄与することができる。
【００２７】
　さて、先に説明した判断要因データにおいて、各々の年月日に対応して前記探索判断要
因が単一設定されており、前記分割期・曜日探索判断要因に対して前記連休探索判断要因



(7) JP 4461373 B2 2010.5.12

10

20

30

40

50

が優先されていることが好ましい。
　即ち、各年月日に対応して、その分割期・曜日と連休かどうかは共に決まることとなる
が、誘導経路の探索における交通情報の重要度としては、連休であることのほうがはるか
に重要である。よって、各々の年月日に対応して探索判断要因を単一設定するものとし、
さらに、前記分割期・曜日探索判断要因に対して前記連休探索判断要因を優先するものと
して、有用な交通情報に基づいて、適切な誘導経路を探索することができる。
【００２８】
　以上は、誘導経路の探索に使用するための交通情報の選択に関係する探索判断要因に関
する説明であるが、以下、表示側における要因（表示される要因であり、本願にあっては
探索表示要因と呼んでいる）に関して説明する。
　これまで説明してきたように、探索判断要因は、誘導経路の探索に関して有効に働く要
因であるが、探索表示要因は、使用者側から見て、表示された要因ができるだけ理解しや
すい形態を有する要因である。
【００２９】
　探索表示要因としては、月と曜日からなる月・曜日表示要因、季節と曜日からなる季節
・曜日表示要因、連休名称である連休名称表示要因、祝日名称である祝日名称表示要因の
何れか１種以上を備えることが好ましい。
【００３０】
　月・曜日表示要因は「月と曜日」とを表示する形態であり、季節・曜日表示要因は「季
節と曜日」とを表示する形態である。そして、連休名称表示要因は例えば「ゴールデンウ
ィーク（ＧＷ）」「盆」「年末年始」等の連休名称を表示する形態である。祝日名称表示
要因は、国民の祝日名称である「元日」「成人の日」「建国記念日」「春分の日」・・・
・等を表示する形態である。
　本願のナビゲーション装置において、経路探索とその探索年月日における交通状況を代
表する要因を比較的具体的に表示することで、使用者にやさしい、使い勝手のよい装置を
提供することができる。
【００３１】
　さらに、前記探索表示要因を表示するに、前記月・曜日表示要因と前記季節・曜日表示
要因との何れか一方と、前記祝日名称表示要因とをともに表示することが好ましい。前者
（月・曜日表示要因と前記季節・曜日表示要因との何れか一方）と後者（祝日名称表示要
因）とがともに存在する場合に、両者を並表示することで、誘導経路が探索された日の意
味を、使用者に、さらに明確に報知することができる。
【００３２】
　同様に、前記探索表示要因を表示するに、前記連休名称表示要因と、前記祝日名称表示
要因とをともに表示することが好ましい。
この場合も、両者を並表示することで、誘導経路が探索された日の意味を、使用者に、さ
らに明確に報知することができる。
【００３３】
　さて、表示手段における表示において、経路探索の対象となる探索時刻が表示されるこ
とが好ましい。交通状況は、一日であっても時刻によって大きく変化するため、この時刻
要因を表示することで、この点からも探索された誘導経路の意味合いを明確化できる。
【００３４】
　さて、上記のような構成のナビゲーション装置で使用するデータとしては、これを以下
のように構築できる。
　即ち、指定された目的地までの誘導経路を交通情報に基づいて探索する誘導経路探索手
段と、前記誘導経路探索手段により探索された誘導経路を表示する表示手段とを備えると
ともに、前記誘導経路の探索に際して使用する過去の交通情報を記憶して備えたナビゲー
ション装置に使用されるカレンダー情報データを構築するに、
　誘導経路探索の年月日に関連づけられ、前記誘導経路の探索に際して判断要因とされる
単一の探索判断要因からなり、
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　前記探索判断要因として、一年を複数に分割した分割期と曜日に基づいた分割期・曜日
探索判断要因と、連休と連休内における時期とに基づいた連休探索判断要因を有し、
　前記年月日が連休に該当する場合に、前記年月日に対して前記連休探索判断要因が前記
探索判断要因とされるのである。
　この構成のカレンダー情報データを使用することで、通年状態で、適切な誘導経路を過
去の交通情報に基づいて、適切且つ迅速に得ることができるナビゲーション装置を得るこ
とができる。
【００３５】
　さらに、本願にあってはナビゲーション装置を構成するに、
　前記誘導経路探索手段における誘導経路の探索に際して使用される前記交通情報の特定
に使用される探索判断要因と、誘導経路探索の対象となる探索年月日とから、前記表示手
段に表示する探索表示要因を決定する探索表示要因決定手段を備え、
　前記誘導経路探索手段における誘導経路の探索に際して使用される前記交通情報の特定
に使用される探索判断要因と、誘導経路探索の対象となる探索年月日とから前記探索判断
要因に対して変更して決定され、前記表示手段に表示される、前記探索判断要因及び前記
探索年月日とは異なる探索表示要因を決定する探索表示要因決定手段を備え、
　前記表示手段が、前記探索により得られた誘導経路と、前記探索表示要因決定手段によ
り決定された探索表示要因とを表示する。
　即ち、探索表示要因決定手段を備えて、これが決定する探索表示要因と導出される誘導
経路とを表示する。結果、単に探索年月日、探索時間等の入力情報をそのまま表示する場
合と比較して、例えば、祝日の名称を表示、あるいは連休の名称、その期間中の時期等を
表示することが可能となり、使用者にとって、理解し易く、有用な情報を的確に表示・提
供できる。
　また、本願にあってはナビゲーション装置を構成するに、
　年月日に関連づけられた探索判断要因からなる判断要因データを備えるとともに、
　誘導経路探索の対象となる探索年月日に対応する前記探索判断要因を、前記判断要因デ
ータに基づいて特定する探索判断要因特定手段を備え、
　前記探索判断要因特定手段により特定された探索判断要因に対応する前記交通情報に基
づいて前記誘導経路探索手段が前記誘導経路を探索し、
　前記表示手段が、前記探索により得られた誘導経路と、前記探索年月日及び前記探索判
断要因に基づいて決定される探索表示要因とを表示し、
　前記探索判断要因として、一年を複数に分割した分割期と曜日に基づいた分割期・曜日
探索判断要因と、連休と連休中における時期とに基づいた連休探索判断要因とを備える。
　また、本願にあってはナビゲーション装置を構成するに、
　前記誘導経路探索手段における誘導経路の探索に際して使用される前記交通情報の特定
に使用される探索判断要因と、誘導経路探索の対象となる探索年月日とから、前記表示手
段に表示する探索表示要因を決定する探索表示要因決定手段を備え、
　前記表示手段が、前記探索により得られた誘導経路と、前記探索表示要因決定手段によ
り決定された探索表示要因とを表示し、
　前記探索表示要因として、月と曜日からなる月・曜日表示要因、季節と曜日からなる季
節・曜日表示要因、連休名称である連休名称表示要因、祝日名称である祝日名称表示要因
との何れか１種以上を備え、
　前記探索表示要因を表示するに、前記月・曜日表示要因と前記季節・曜日表示要因と前
記連休名称表示要因との何れか一つと、前記祝日名称表示要因とをともに表示する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。
１　ナビゲーション装置１の概略構造
　図１は、本実施形態に係るナビゲーション装置１の構成の概略を示すブロック図である
。この図１に示すように、本実施形態に係るナビゲーション装置１は、主たる構成として
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、現在位置検知装置２、情報記憶装置３、演算処理装置４、表示入力装置５、及びリモコ
ン入力装置６を備えている。また、このナビゲーション装置１は、ビーコン受信機７も備
えている。
【００３７】
　現在位置検知装置２は、ここでは、ＧＰＳ（グローバル・ポジショニング・システム）
受信機２ａ、方位検知センサ２ｂ、及び距離検知センサ２ｃを備えて構成されている。
　ＧＰＳ受信機２ａは、人工衛星からの信号を受信する装置であり、信号の発信年月日、
時刻、ＧＰＳ受信機２ａの位置情報、ＧＰＳ受信機２ａの移動速度、ＧＰＳ受信機２ａの
進行方向など様々な情報を得ることができる。
　方位検知センサ２ｂは、地磁気センサやジャイロセンサ、或いは、ハンドルの回転部に
取り付けた光学的な回転センサや回転型の抵抗ボリューム、車輪部に取り付ける角度セン
サ等により構成され、車両の進行方向を検知することができる。
　距離検知センサ２ｃは、車輪の回転数を検知するセンサや車両の加速度を検知するセン
サと検知された加速度を２回積分する回路との組み合わせ等により構成され、車両の移動
距離を検知することができる。
【００３８】
　ビーコン受信機７は、道路上の所定の地点に設置された信号発信機から発信された信号
を受信する装置であり、ここでは、特にＶＩＣＳ（Vehicle Information and Communicat
ion System：登録商標）の光ビーコン及び電波ビーコンを受信することができる装置とし
ている。
【００３９】
　演算処理装置４は、このＶＩＣＳ信号から、渋滞情報、現在位置情報等の各種情報を取
得することができる。
【００４０】
　情報記憶装置３は、例えば、ハードディスクドライブ、ＤＶＤ－ＲＯＭを備えたＤＶＤ
ドライブ、ＣＤ－ＲＯＭを備えたＣＤドライブ等のように、情報を記憶可能な記録媒体と
その駆動手段とを有して構成される。
【００４１】
２　本願のナビゲーション装置の特徴
　以上が、本願に係るナビゲーション装置１の概略構成であるが、以下、本願独特の構成
及びその動作について説明する。
　装置の特徴を簡略して述べると、本願第一の特徴は、表示手段５に誘導経路探索に使用
した要因に関連して、それが使用者に理解しやすい形態で表示されることにある。
　さらに、第二の特徴は、統計的な交通情報を使用して誘導経路の探索を行う場合に、適
切な探索判断要因に基づいてグループ分けされた交通情報を使用して、迅速且つ的確な誘
導経路を探索できることにある。
【００４２】
　以下、装置の構成及び動作を、
　（１）情報記憶装置３に記憶されるデータの構造、
　（２）動作処理を実行するための構造、
　（３）動作フロー、
　の順に説明する。
【００４３】
（１）情報記憶装置３に記憶されるデータの構造
　情報記憶装置３には、カレンダー情報データｃＤ、交通情報データｔＤ、探索表示要因
データ１ｓＤ１、探索表示要因データ２ｓＤ２、探索表示要因データ３ｓＤ３が格納され
ている。
【００４４】
　前記カレンダー情報データｃＤは、図４に示すように、年月日と探索判断要因とを各年
月日毎に対応させたデータである。本実施例においては、図５に示すように、探索判断要
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因として一年を４等分（１～３月、４～６月、７～９月、１０～１２月）した３ケ月を単
位する四半期割りにおいて、それぞれ曜日で区分けした合計４×７＝２８個の要因と、長
期連休を連休前半、中半、後半に区分けした３個の要因が用意されており、合計３１の探
索判断要因が用意されている。
　そして、このカレンダー情報データｃＤにおいては、各々の年月日に対して、単一の探
索判断要因が割り当てられている。その割り当ての手法は、前記２８の探索判断要因に対
して連休に関連する３の探索判断要因を優先するものである。
　その構成からも判明するように、このカレンダー情報データｃＤは、年が特定されてい
れば、予め探索判断要因を順次決定することができるものである。
【００４５】
　前記交通情報データｔＤは、図４に示すように、上記探索判断要因を第一の区分とし、
さらにその中に時刻についての区分を有するものである。
　そして、探索判断要因及び同様に経路探索の要因となる時刻が固定された列内に、交通
情報としての、全てのリンク（図中、リンク番号１～NNNで示される）に対応して、その
渋滞度（図中、渋滞、渋滞なし、混雑で識別して示される）及び旅行時間（図中、秒単位
の数値で示される）を保持して構成されている。
　この交通情報は、探索判断要因及び時刻を同じくする過去の各リンクにおける、渋滞度
、旅行時間を統計的に処理して得られた情報である。
　従って、この交通情報データｔＤを使用することで、探索判断要因―時刻を同じくする
要因下での統計的な交通情報を得ることができる。
【００４６】
　探索表示要因データｓＤの例を図５に示した。
　この探索表示要因は、経路探索により推奨すべき誘導経路が決った状態で、これの表示
に際して、図６に示すように並列して表示される要因である。当然、経路探索の対象とさ
れる年月日に対応して適切な要因を表示する。
　図示する探索表示要因データｓＤは、探索表示要因データ１から３ｓＤ１，ｓＤ２，ｓ
Ｄ３の３グループが示されているが、特定の年月日に対しては、同一グループ内で単一の
表示要因が適合するか、適合しないものとなり、適合するものを表示手段５側で表示する
こととなる。
　探索表示要因データ１ｓＤ１はグループ内に９３の要因を備える。同様に、探索表示要
因データ２ｓＤ２はグループ内に２８の要因を、探索表示要因データ３ｓＤ３はグループ
内に１４の要因を備える。
　探索表示要因データ１ｓＤ１は、各月と曜日の組み合わせ、若しくはゴールデンウィー
ク、お盆、年末年始の何れかと、その前半、中半、後半の組み合わせからなっている。
　探索表示要因データ２ｓＤ２は、四季と曜日の組み合わせのみからなっている。
　探索表示要因データ３ｓＤ３は、国民の祝日の名称の集合として構成されている。
【００４７】
　後述するように、表示手段における表示に際しては、探索表示要因データ１ｓＤ１若し
くは２ｓＤ２の何れかのグループから選択される要因（両方のグループが重なって使用さ
れることはない）と、年月日が国民の祝日に該当している場合は、探索表示要因データ３
ｓＤ３から抽出される祝日名も表示される。
【００４８】
（２）装置構成
　図１に示すように、演算処理装置４内には所定の目的を達成するためのソフトウエアが
格納されており、ハードウェアとともに働いて一定の目的を達成するように構成されてい
る。即ち、ソフトウェアとハードウェアとは、共働することで所定の目的を実現する処理
手段を構成する。
【００４９】
　図１に示すように、演算処理装置４には、探索判断要因特定手段ｃ１、交通情報取得手
段ｃ２、誘導経路探索手段ｃ３及び探索表示要因決定手段ｃ４が備えられている。



(11) JP 4461373 B2 2010.5.12

10

20

30

40

50

【００５０】
　探索判断要因特定手段ｃ１は、別途得られる誘導経路探索の対象となる探索年月日に対
応する探索判断要因を特定する手段であり、図４に示すカレンダー情報データｃＤを使用
して探索判断要因を特定する。図示する例では、探索年月日が「２００４年の５月５日」
である場合に、探索判断要因として「長期連休－後半」が特定されることとなる。
【００５１】
　交通情報取得手段ｃ２は、特定された探索判断要因と、別途得られている探索時刻とに
基づいて、交通情報データｔＤを使用して、その要因において適合する交通情報を取得す
る。
　図４に示す例では、探索判断要因として「長期連休－後半」が特定されているため、交
通情報データｔＤ内の、「長期連休－後半」の区分内にあり時刻が探索時刻「８：００」
である交通情報を取得する。
　このようにして取得された交通情報は、誘導経路探索手段ｃ３における誘導経路探索の
基礎データとなる。
【００５２】
　誘導経路探索手段ｃ３は、上記のようにして得られた特定の経路判断要因を満たす交通
情報下において、目的地までの誘導経路を探索し、導出するものである。
　この手段における目的地までの誘導経路の探索は、図２に示すように経路Ｒを構成する
リンクＬにおける旅行時間を基本とするものである。
　例えば、出発地Ｓと目的地Ｄが特定されると、両地点を結ぶ複数の経路候補Ｒ１，Ｒ２
，Ｒ３を挙げることができる。そして、各経路候補Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３は、その経路候補を
構成する連続したリンクＬ１，Ｌ２，・・・Ｌｎｎｎの集合として認識される。
　これらリンクＬは、地図上の特定点から特定点までを結ぶものであるため、交通情報に
従って、そのリンクＬを通過するに必要となる旅行時間が決る。
【００５３】
　先に説明した図４に示す交通情報データｔＤでは、特定の探索判断要因（例えば、長期
休暇－後半）、時間（８：００）に関して、リンク番号で識別される各リンクＬ１，Ｌ２
，・・・Ｌｎｎｎ全てに対して、その渋滞度（渋滞、渋滞なし、混雑等）に応じた旅行時
間（４５秒、２８秒、・・・１２１秒）が確定される。
【００５４】
　従って、全ての経路候補Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３に対して、その経路全体を通過するために必
要となる所要時間を算定することが可能であり、例えば、この所要時間を経路通過に要す
るコストと見なして、そのコストが最低となる経路候補を推奨誘導経路とするのである。
【００５５】
　以上の説明では、説明を簡単にするために、コストを決定する要素として所要時間のみ
に関して説明したが、従来から知られているように、リンクＬが設定される道路が有料か
否か、リンクＬ間を繋ぐノードＮが交差点である場合に、交差点を通過するための時間、
さらには、出発地からのリンクＬあるいはノードＮまでの距離、右左折、幅員、車線数等
をコスト計算に含めることも可能である。
【００５６】
　探索表示要因決定手段ｃ４は、経路探索の対象となる年月日と、探索に使用した探索判
断要因とに基づいて、前述の探索表示要因データｓＤから適合する表示要因を割り出し、
表示手段に表示する探索表示要因を決定する手段である。
　この表示に際しては、先に説明した探索表示要因データ１ｓＤ１若しくは２ｓＤ２の何
れかのグループから選択される要因（両方のグループが重なって使用されることはない）
、年月日が国民の祝日に該当している場合は、探索表示要因データ３ｓＤ３から抽出され
る祝日名が、探索表示要因として決定される。
【００５７】
　さらに具体的に説明すると、図４、６に示すように、探索年月日が「２００４年５月５
日」であり、探索判断要因が「長期休暇－後半」である場合、表示手段５には、「ＧＷ－
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後半　子供の日」が表示される。
即ち、探索表示要因決定手段ｃ４にあっては、月日を参照することで、その日が長期休暇
のなかでもゴールデンウィークの日に該当するため、前述の探索表示要因データ１ｓＤ１
から「ＧＷ－後半」を、探索表示要因データ３ｓＤ３から「子供の日」を表示すべき探索
表示要因として決定し、その情報を表示装置５側へ送るのである。
【００５８】
　以上が、本願装置１の特徴的な動作を実行するための手段の構成であるが、以下、動作
フローを図面に基づいて説明する。
【００５９】
（３）動作フロー
　図３は、本願に係るナビゲーション装置１における経路探索時の動作フローを示したフ
ローチャートである。図４は、これまでも説明したように、誘導経路の探索にあたり、そ
の探索で使用する交通情報の取得フローを示したものでもある。この例では、現時点にお
いて経路探索を行う例を示す。
【００６０】
　スタート
　　経路探索は、例えば使用者が「出発地Ｓ」と「目的地Ｄ」とをリモコン入力装置６か
ら入力することにより開始される。
　ステップ１
　　このような経路探索の要請があった場合に、装置は、ＧＰＳ２ａから現在の年月日「
２００４年５月５日」及び「８：００」を取り込む。
　ステップ２
　探索判断要因特定手段ｃ１が、カレンダー情報データｃＤに基づいて、探索判断要因で
ある「長期連休－後半」を特定する。
【００６１】
　ステップ３、４
　交通情報取得手段ｃ２が、交通情報データｔＤに基づいて、探索判断要因及び現時刻を
要因として満足する交通情報を取得する。
　このようにして、取得した交通情報からリンクベースのコスト（実質的には旅行時間）
が設定される。
【００６２】
　ステップ５
　誘導経路探索手段ｃ３が、先のステップで取得された交通情報を使用して、出発地Ｓ、
目的地Ｄ間に亘る誘導経路Ｒを探索する。結果、推奨誘導経路が導出される。例えば、出
発地Ｓから目的地Ｄに至る複数の誘導経路Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３のうち、最もコストの低い経
路を推奨誘導経路とする。
　ステップ６
　探索表示要因決定手段ｃ４が、探索年月日、探索判断要因を参照し、探索表示要因デー
タから、探索表示要因を決定する。図４、６に示す例では、「ＧＷ－後半　子供の日」が
、探索表示要因となる。
【００６３】
　ステップ７
　上記のようにして探索された誘導経路（推奨誘導経路）、探索表示要因及び時刻が表示
手段５に表示される。図６には、「ＧＷ－後半　子供の日」８：００が表示された状態を
示している。
【００６４】
〔別実施の形態〕
１　上記の実施の形態にあっては、ナビゲーション装置としては、主に車載用のナビゲー
ション装置を想定して説明したが、パーソナルコンピュータに所定のソフトを格納して構
築されるナビゲーション装置、あるいは、携帯電話の付属する機能として構築されるナビ
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２　上記の実施の形態にあっては、出発地と目的地が入力される時点（現時点）を基準と
して、誘導経路の探索及び表示、さらに探索表示要因の表示を行う例を示したが、誘導経
路の探索を入力される所定の年月日及び時刻で行うものであってもかまわない。この場合
は、当該探索年月日及び時刻に関連した情報が表示手段に表示されることとなる。
３　上記の実施の形態にあっては、探索判断要因として四半期・曜日判断要因を、探索表
示要因として季節・曜日表示要因を挙げたが、探索判断要因が季節と曜日からなるものと
してもよい。即ち、探索判断要因としては、一年を、季節、四半期、夏―冬等の複数の期
間に分割し、これら分割期と曜日とからなる分割期・曜日要因を探索判断要因とすること
が好ましい。
【産業上の利用可能性】
【００６５】
　誘導経路を自動的に探索して表示するナビゲーション装置において、誘導経路の表示に
重ねて、人にやさしい形態で、探索表示要因：「ＧＷ－後半　子供の日」、時刻８：００
等を表示することで、推奨される誘導経路の信頼性を高めることができ、使用勝手のよい
装置が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本願に係るナビゲーション装置の構成を示す図
【図２】誘導経路の探索に使用されるリンク、ノードの関係を示す図
【図３】誘導経路探索及び表示の処理フローを示すフローチャート
【図４】誘導経路探索及び表示の処理フローを説明する図
【図５】探索判断要因及び探索表示要因のデータ構成を示す図
【図６】表示手段における表示例を示す図
【符号の説明】
【００６７】
１　　　ナビゲーション装置
２　　　現在位置検出装置
２ａ　　ＧＰＳ
３　　　情報記憶装置
４　　　演算処理装置
５　　　表示入力装置
６　　　リモコン入力装置
７　　　ビーコン受信機
ｃ１　　探索判断要因特定手段
ｃ２　　交通情報取得手段
ｃ３　　誘導経路探索手段
ｃ４　　探索表示要因決定手段
ｃＤ　　カレンダー情報データ
ｔＤ　　交通情報データ
ｓＤ　　探索表示要因データ
Ｄ　　　目的地
Ｓ　　　出発地
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